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１．はじめに

悪性新生物は死因の第一位であり、埼玉県も同様な

傾向にある1）。がん対策基本法が施行され地域で生活

するがん療養者を地域の中で支援するための取り組み

がますます必要となっている2）。地域で暮らすがん療

養者と家族が自らの健康とその決定要因をコントロー

ルし改善する能力が向上できるように、同時に療養

者・住民が参画して、コミュニティの支援力を増加す

ることができるようなヘルスプロモーション活動を推

進することがWHOによって提唱されている。

本研究の目的は、埼玉県Ａ地域における医療提供側

の連携および各機関のがん療養者と家族への支援の現

状を明らかにし、Ａ地域のがんヘルスプロモーション

への示唆を得ることである。

なお、本稿では、医療提供側からの呼称である「が

ん患者」と区別し、自らの健康とその決定要因をコン

トロールする主体という意味合いを尊重するために、

適宜「がん療養者」と表現した。

２．研究方法

１）調査対象

埼玉県Ａ地域にある病院14ヵ所、診療所（歯科、眼

科を除く）138ヵ所、訪問看護ステーション11ヵ所の

全数を対象とした。Ａ地域は、４市が隣接して構成し

ており人口は約43万人、高齢化率17.4％である。Ａ地

域の保健所は１か所、地域医師会が１つある。都心か

ら近く交通の便が良い。都内の病院を利用する住民も

いる。
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２）調査方法

調査は2011年１月に実施した。方法は郵送法によ

る無記名自記式質問紙調査であり、返信用封筒を同封

して投函を依頼し回収した。調査項目は病院、診療所、

訪問看護ステーションの基本属性およびマンパワー、

医療提供側のがん対策、がん患者に関する医療提供側

の連携、がん患者への情報提供および支援等である。

また、診療所にはがん患者地域連携クリティカルパス

導入への参加意向を設問した。

分析方法として単純集計、カイ二乗検定を行った。

なお、本報告は埼玉県Ａ地域において実施した「がん

対策実態調査」の一部である。

３）倫理的配慮

本研究は、目白大学研究倫理審査委員会の承認を得

て実施した。倫理的配慮としては、調査票は機関名を

匿名とし、調査依頼文に調査趣旨、調査協力は自由意

志であり協力しない場合にも何ら不利益が生じないこ

とを明記した。調査への回答をもって研究協力が得ら

れたものとした。

３．結果

１）回収数（回収率）

病院10ヵ所（71.4％）、診療所34ヵ所（24.6％）、訪

問看護ステーション６ヵ所（54.6％）から回答があっ

た。

２）がん患者への医療提供

⑴　病院

病院の規模は、一般病床数100床以下が６病院

（60.0％）、101～ 200床が１病院、301～ 400床が３病

院であった。

平成22年９月時のがん治療状況について、がん手

術件数は５病院より回答があった。平成22年９月の

１か月間における平均手術件数は13件（最小１件、最

大32件）であった。化学療法は４病院より回答があ

り、平均件数86件（最小２件、最大237件）であった。

放射線療法は３病院より回答があり、平均件数441件

（最小２件、最大1,287件）であった。

がん化学療法看護認定看護師、がん性疼痛看護認定

看護師、乳がん看護認定看護師を配属している病院

は、１ヵ所であった。

⑵　診療所

診療所の診療科目は、内科16ヵ所（47.1％）、小児

科11ヵ所（32.4％）、消化器科（胃腸科を含む）７ヵ

所（20.6％）の順であった。

平成22年９月時における診療所のがん治療を行っ

ている診療所数は13ヵ所（30.2％）であった。診療所

のがん患者平均数は、10.2名（最小１名、最大50名）、

診療所の全患者数に対するがん患者の割合は、平均

1.6％（最小0.3％、最大８％）であった。外来化学療

法を実施している診療所は２ヵ所（5.9％）であり、外

来化学療法を検討中の診療所は１ヵ所（2.9％）であっ

た。

⑶　訪問看護ステーション

訪問看護ステーションの設置主体は、５ヵ所（83.3

％）が医療法人であった。常勤の看護職員の平均人数

は、3.8名（最小２名、最大６名）であった。非常勤の

看護職員を加えると平均5.5名であった。

平成22年４月から９月までの６ヶ月間におけるが

ん患者への訪問は、すべての訪問看護ステーションで

行われていた。上記６ヶ月間の訪問看護ステーション

のがん患者数は、平均7.7名（最小２名、最大15名）で

あった。訪問看護ステーションの利用者数（全数）に

おけるがん患者の割合は、平均14％（最小７％、最大

15％）であった。 

３）医療提供側の連携

⑴　病院

病院の各種承認状況は、地域医療支援病院１ヵ所、

開放型病院３ヵ所、在宅療養支援病院２ヵ所、訪問看

護ステーションの併設５ヵ所であった。災害拠点病院

の承認を得ている病院はなかった。

退院調整支援担当者を配置している病院は、８ヵ所

（80.0％）、医療相談室を設置している病院は８ヵ所

（80.0％）、地域連携室を設置している病院は６ヵ所

（60.0％）であった。

がん患者の退院時カンファレンスは３病院（30.0

％）で実施されており、カンファレンスの参加者は患

者、家族、病院医師、病院看護師、訪問看護師であり、

ケアマネージャー、かかりつけ医師、社会福祉士を加

えている病院もあった。　　

⑵　診療所

地域医療支援病院と連携をしている診療所は、21ヵ

所（61.8％）、連携をしていない診療所は９ヵ所（26.5

％）、検討中４ヵ所（11.8％）であった。在宅当番医担
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当は16ヵ所（47.1％）、往診を実施している診療所は

12ヵ所（35.3％）、訪問診療を実施している診療所は

６ヵ所（17.6％）であった。往診の有無と訪問診療の

有無について、カイ二乗検定による有意差が認められ

た（p<0.001）。

⑶　訪問看護ステーション

訪問看護ステーション４ヵ所（66.7％）は、地域医

療支援病院と連携していた。在宅療養支援診療所との

連携は３ヵ所（50.0％）であった。

４）がん療養者と家族への支援状況

⑴　がん医療相談の実施

がん療養者とその家族に、がん医療相談を実施して

いるのは、病院（医療相談室の設置）８ヵ所（80.0％）、

診療所４ヵ所（11.8％）、訪問看護ステーション３ヵ所

（50.0％）、であった。

⑵　緩和ケアの実施

病院は１か所のみ緩和ケア外来と緩和ケア病床（10

床）を設置していた。緩和ケアを実施している診療所

は２ヵ所（5.9％）、訪問看護ステーションは４ヵ所

（66.7％）であった。

緩和ケアへの要望として、診療所からは緩和ケア病

棟の設置、訪問看護ステーションからは在宅緩和ケア

を行う在宅支援診療所が少ない、医師には早期から緩

和ケアを導入してほしい、患者や家族への精神的サポ

ートの不足、という指摘があった。

⑶　緊急時対応、24時間対応

がん療養者への緊急時対応と24時間対応を実施し

ている訪問看護ステーションは、共に５ヵ所（83.3％）

であった。在宅がん患者への緊急時対応の経験のある

診療所は７ヵ所（20.6％）であった。

⑷�　訪問看護ステーションにおけるがん療養者と家

族への支援内容

訪問看護ステーションのがん療養者への支援内容

は、地域のケアマネージャーや地域包括支援センター

と協力しその人が希望している生活になるべく近い形

で生活できるよう調整するなど在宅生活を支えるとい

う自由記載の回答があった。

訪問看護ステーションのがん療養者の家族への支援

内容は、家族間やケアマネージャーとの間の調整、死

の受容の支援、身体の変化や苦痛の程度を説明し家族

の不安を軽減する支援、家族と患者の困っていること

を聞き出すなど自由記載の回答があった。

５）各機関の医療面の支援と連携図

Ａ地域の病院、診療所、訪問看護ステーションにお

けるがん療養者に対する医療面の支援および連携の概

略は図１のとおりである。

６）がん患者地域連携クリティカルパス

がん患者地域連携クリティカルパスについては、診

療所から回答を得た。がん患者地域連携クリティカル

パスが導入された場合の参加意向について、「参加し

たい」５ヵ所（14.7％）、「検討したい」11ヵ所（32.4

％）で合わせて47.1％であった。一方、「参加する予定

はない」と回答した診療所は17ヵ所（50.0％）であっ

た。その理由として、基幹病院がはっきりしない、が

ん患者は通院していない、麻薬処方が不可、がん患者

を紹介してしまうためなどの自由記載があった。

がん患者地域連携クリティカルパスを推進していく

ために必要なことを自由記述で回答を求めたところ、

診療所より表１のような意見があった。密接な連携が

できる環境を整えること、病院医と開業医の意思疎

通、基幹病院と開業医間のクリティカルパス勉強会で

双方の意見交換を密にすること、医師会や行政の援助

などの記載があった。

７�）地域でがん患者・家族を支援していく上で望まれ

ること

地域でがん患者・家族を支援していく上で望まれる

ことについて、自由記述で回答を求めたところ、表２

のような意見があった。

病院の意見として、臨床心理士の参加、がんサバイ

バーとして生き抜くための市民向けセミナーの開催、

訪問医と訪問看護ステーションと受け入れ病院のネッ

トワーク化、往診医の積極的情報公開についての記載

表1　 がん地域連携クリティカルパス推進のために 
必要なこと（診療所）

①密接な連携ができる環境を整えること
②病院医と開業医の意思疎通
③病院でがん患者を扱っていない診療科があり、基幹病
院が整備されないと困難
④基幹病院と開業医との間のクリティカルパスに関する
勉強会を開催し、双方の意見交換を密にすること
⑤医師会や基幹病院のリーダーシップ
⑥医師会との協力
⑦行政の援助
⑧都内病院との結びつきがあり基幹病院との調整
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があった。

診療所の意見として、病院から診療所に送る際もき

ちんとした情報がほしい、基幹病院にがん患者を照会

した後の指示があれば協力できる、緩和ケア病棟が望

まれるなどがあげられた。

訪問看護ステーションの意見として、往診医および

訪問看護師の増加、24時間訪問看護体制の構築、がん

療養者の家族がレスパイトで利用できるショートステ

ィの設置、１施設の枠を超えたサポートシステムの樹

立、がん患者家族会の設置、訪問看護師の育成、がん

拠点病院や緩和ケア認定看護師による研修会や講演会

の開催などがあげられた。

８�）地域でがん患者・家族支援を実施している個人・

グループの認知

地域でがん患者または家族支援をしている個人また

はグループについて知っているかどうかを自由記載で

依頼したところ、がん患者のサロンを開催している病

院が１か所、がん患者の会、鍼灸師によるリンパマッ

サージ等の活動について４件の記載があった。地域の

がん患者やその家族を支援している活動を知らない病

院や診療所が大多数であった。　

４．考察

１）医療提供者側の連携条件の整備

回収数は病院、訪問看護ステーションは過半数に達

したが、診療所は１/４程度であった。回答のあった診

療所でがん患者のいる割合は３割と少なく、がん患者

数は最小１名から最大50名と診療所により幅が見ら

表２　 地域でがん患者・家族を支援していく上で望ま
れること

病院
① がん患者と家族への精神面でのサポートを医師、ワー

カー、看護師、介護士だけでなく、臨床心理士の参加
も望まれる

② 市民に向けたセミナーなどの開催により診断期～終末
期に至るまでのプロセスの中で、どのように強く病気
と共存し、がんサバイバーとして生き抜くかを知識、
技術、心の持ち方などをレクチャーすること

③ 在宅療養、訪問医・看護ステーション、受け入れ病院
のネットワーク化

④ 往診医に関する積極的な情報公開（インターネット、
市町村広報誌、ＭＳＷやケアマネージャーへの一覧表
等の配布等）

診療所
① クリニックへ送る時もきちんと情報が欲しい
② 診療にてがん患者が診断された場合は、大学病院へ紹

介依頼する。その後は大学病院の方針によるため、開
業医としては逆紹介がなければ何もできない

③ 中核病院からの指示（具体的な）処方があれば吸入治
療などで協力はできると思う。がんの患者のフォロー
を任された場合、紹介元の病院が関わらないことが多
いので、開業医としては不安である

④ 緩和ケア病棟が望まれる
⑤ 近い病院に緩和ケア外来、セカンドオピニオン外来が

あるので、紹介している

訪問看護ステーション
① 訪問看護ステーション、往診医、及び訪問看護師の増

加
② 24時間対応の訪問看護体制、24時間対応の健康・医療

相談窓口体制の構築
③ 医療処置が可能、または、レスパイトに利用でき、訪

問看護師も利用できるショートスティの設置
④ １ステーションの枠を越えたサポートシステムの樹立
⑤ がん患者の家族会
⑥ 訪問看護師の育成
⑦ がん診療拠点病院または緩和ケア認定看護師による研

修会や講演会の開催

診療所 N=34
がん患者診療（30%）
がん医療相談（12%）
緩和ケア（6%）　
緊急時対応（21%）
在宅当番医（47%）
往診（35%）　訪問診療（18%）
地域医療支援病院との連携（62％）

訪問看護
ステーション　N=6
がん患者担当（100%）
がん医療相談（50%）
在宅緩和ケア（67%）
24時間対応（83%）　緊急時対応（83%）
地域医療支援病院との連携（67%）
在宅療養支援診療所との連携（50%）　

病院 N=10
医療相談室（80%）　
退院調整支援担当者（80%）
がん患者退院時カンファレンス（30%）
地域連携室（60%）
緩和ケアチーム（30%）　
開放病院（30％）
在宅療養支援病院（20％）
地域医療支援病院（10%）
訪問看護ステーション併設（50％）

図１　がん療養者と家族に対する支援と連携　　％は実施施設割合
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れた。

回答の得られた病院のがん治療状況は、手術件数や

化学療法および放射線療法の件数が、病院により大き

な幅が見られた。

病院内での地域連携に関する条件は、退院調整支援

担当者や医療相談室、地域連携室の設置状況などから

整いつつあると考えられた。診療所では、地域医療支

援病院との連携を過半数が実施していた。往診と訪問

診療は低率であり、がん療養者の通院が困難になった

時に在宅で診察が受けられるような対策が求められて

いる。訪問看護ステーションは、介護保険制度の利用

者の主治医よりの指示書を必要とすることから、地域

医療支援病院や在宅療養支援診療所との連携は過半数

で実施されていた。

２）がん療養者とその家族への支援の向上のために

訪問看護ステーションの全施設が、がん患者への訪

問を行っていた。神奈川県の調査でも訪問看護ステー

ションの96％はがん患者の訪問看護を実施していた

と報告しており3）、同様であった。診療所からの往診、

訪問診療は一部に限られ、緩和ケア実施の病院と診療

所も非常に少なく、緩和ケア、緊急時対応、24時間対

応などを含め、在宅がん療養者への対応は訪問看護ス

テーションが担っている状況にあった。

しかし、要望として、往診医や訪問看護師の増加、

がん療養者の家族が利用できるショートステイの設

置、緩和ケア病棟の設置や在宅支援診療所の増設等が

出されており、ハード面の在宅療養の条件が充分には

整っていない事が明らかとなった。また、ソフト面で

も診療所からは、病院からの患者紹介時やその後の情

報提供の要望があり、対応に苦慮している様子が伺え

た。病院からは、往診医の積極的な情報公開の必要性

が指摘されており、がん療養者の個別事例での情報共

有、密接な連携ができる環境整備の必要があると考え

られる。

また、がん療養者とその家族への精神面でのサポー

トの不足や改善が指摘されており、課題の１つと考え

られる。訪問看護ステーションからは、医師に早期か

ら緩和ケアを導入してほしいとの要望があった。早期

からの緩和ケア導入に関連して、白髭4）は、緩和ケア

の現状について延命化学療法の終了時期が不明確なこ

とや退院の時期についての病院医師のビジョンが明確

でないと指摘しており、今日の課題となっている。

さらに、市民セミナーや研修会、講演会の開催が提

案されており、学習の場の確保が要求されていた。

がん患者地域連携クリティカルパスの導入希望に積

極的な姿勢を示した診療所は、約半数を占めた。推進

のために必要なこととして、病院と診療所との関係

性、医師会や行政との協働があげられた。下村ら5）の

全国調査の結果では、がん地域連携クリティカルパス

普及に必要な活動として最も多かったのは「医師会の

協力」、２番目は「行政の参加」であり、本調査結果と

共通していた。１施設だけでは解決できない地域連携

システム推進のために、医師会や行政との協働は重要

であると考えられる。

本調査を実施した時期は、わが国の第一期がん対策

推進基本計画（2007～ 2011年度）6）の最終年であっ

た。国の第二期がん対策推進基本計画（2012～ 2016

年度）7）に基づき、埼玉県は埼玉県地域保健医療計画

第６次計画（2013～ 2017年度）8）で、医療における医

療連携モデルを提示している。また、埼玉県は、がん

診療連携拠点病院と埼玉県医師会が協力し県内医療機

関が共通して使用できる５大がんの地域連携クリティ

カルパス「埼玉県医療連携手帳」を2011年８月より運

用している9）。境10）は、地域連携クリティカルパスが

運用開始されても有効に活用するためには、病院、地

域の医療スタッフ、療養者が同パスを理解することが

必要であり、がん診療連携をすすめていくためには同

パスを円滑に導入し如何に使いやすいパスに改訂して

いくかが重要であると述べている。がん患者地域連携

クリティカルパスについては、診療所からの要望が強

かったが、今後は、普及や有効活用が大きな課題とい

える。

地域でがん療養者・家族へ支援を実施している個人

および組織の存在についての認知は低く、存在してい

ても「点」としてとどまり、関係者間での情報の共有

の不足が反映された結果とも考えられる。

また、がん末期の療養者が在宅に移行する場合、患

者、家族、医師や看護師等の病院内関係者、訪問診療

医、訪問看護師、ケアマネージャー、院外調剤薬局、

ソーシャルワーカー、市町村の福祉担当者、保健師、

地域包括支援センター職員、在宅輸液ポンプ業者など

の多くが関係するという報告3）もあり、関係者が如何

に協働していくかが問われている。

地域がん対策システムを推進するためには、地域全

体の可視化、コーディネート、進捗管理、役割分担の
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明確化、成果評価などが不十分との報告11）がある。Ａ

地域において、がん療養者と家族への直接的な支援の

充実と、当事者であるがん療養者を含む関係者の協働

とヘルスプロモーションの理念に基づくシステムづく

りが急務であると考えられた。

５．結論

埼玉県Ａ地域の病院、診療所、訪問看護ステーショ

ン、総数163か所を対象に、医療提供側の連携および

がん療養者と家族への支援について悉皆調査を行っ

た。

病院10ヵ所（回収率71.4％）、診療所34ヵ所（24.6

％）、訪問看護ステーション６ヵ所（54.6％）より回答

があり、医療提供側の連携の現状および各機関のがん

療養者と家族に対する支援の実態が明らかになった。

10病院の60％は地域連携室を設置していた。半数

は訪問看護ステーションを併設していた。地域医療支

援病院との連携がある診療所は62％、訪問看護ステー

ションは67％であった。病院の地域連携は、退院調整

支援担当者、医療相談室、地域連携室の設置状況など

から整備されつつあると考えられた。しかし、診療所

による往診と訪問診療は低率であり、がん患者が自ら

受診できない状況になった時の往診体制が今後の課題

である。

がん療養者への支援は、全訪問看護ステーション

が、がん療養者を担当しており、その多くが緊急時対

応、24時間対応、緩和ケアを行っていた。一方、診療

所は、がん患者の診療が少なかった。

がん療養者と家族を支援するために、直接的な支援

の充実や、がん患者地域連携クリティカルパスの推

進、関係者間の意思疎通、関係機関の協働、緩和ケア

病棟の必要性などソフト面とハード面の課題が明らか

になった。

今後は在宅がん療養者や家族への直接的な支援の充

実、そして、医師会、基幹病院、診療所、訪問看護ス

テーション、行政、がん療養者（患者会）間の意志疎

通と連携等を行い、がん患者地域連携クリティカルパ

スの普及や有効活用を含めて、がん療養者とその家族

のQOLの向上を目指したヘルスプロモーションの理

念に基づいたシステムづくりが急務であると考えた。

本研究は、目白大学特別研究費（平成22年度）によ
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